
平成１３年９月２６日判決
平成１２年(ワ)第１６２２号財団債権確認請求事件
　　　　　　　　主　　　　　　文
１　原告らの請求をいずれも棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
　　　　　　　　事　　　　　　実
第１　当事者の求めた裁判
１　請求の趣旨
　(1)　原告株式会社西陣まいづると被告との間で，同原告が被告に対し，５２３万
８５００円及びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合
による財団債権を有することを確認する。
(2)　原告株式会社川中と被告との間で，同原告が被告に対し，６８万４３００円及
びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合による財団債
権を有することを確認する。
(3)　原告河村織物株式会社と被告との間で，同原告が被告に対し，６０２万８００
０円及びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合による
財団債権を有することを確認する。
(4)　原告河合美術織物株式会社と被告との間で，同原告が被告に対し，４９万円及
びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合による財団債
権を有することを確認する。
(5)　原告とみや織物株式会社と被告との間で，同原告が被告に対し，７３万５００
０円及びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合による
財団債権を有することを確認する。
(6)　原告破産者株式会社丸池破産管財人Ａと被告との間で，同原告が被告に対し，
１２９万５０００円及びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五
分の割合による財団債権を有することを確認する。
(7)　原告株式会社加納幸と被告との間で，同原告が被告に対し，１７１万６０００
円及びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合による財
団債権を有することを確認する。
(8)　原告株式会社スコープ・ココと被告との間で，同原告が被告に対し，４３１万
２０００円及びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合
による財団債権を有することを確認する。
(9)　原告万勝織物株式会社と被告との間で，同原告が被告に対し，２８５万７００
０円及びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合による
財団債権を有することを確認する。
(10)　原告株式会社都と被告との間で，同原告が被告に対し，１４６万９５８０円
及びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合による財団
債権を有することを確認する。
(11)　原告有限会社田口繁商店と被告との間で，同原告が被告に対し，２９８万３
５００円及びこれに対する平成１２年６月２８日から支払済みまで年五分の割合に
よる財団債権を有することを確認する。
　２　請求の趣旨に対する答弁
　主文同旨
第２　当事者の主張
１　請求原因
(1)（当事者）
ア　原告らは，いずれも西陣織帯等の製造又は販売を業とする会社である。ただ
し，原告破産者株式会社丸池破産管財人Ａは，本訴原告であった上記同様の株式会
社丸池の破産宣告により，これを訴訟承継した破産管財人である（以下，上記訴訟
承継前の原告も含めて原告らと表示する。）。
イ　破産者株式会社山口源（以下「破産会社」という。）は，呉服類の販売を業と
する会社であるが，平成１１年１１月１日，京都地方裁判所に自己破産の申立を
し，同日，同裁判所より破産宣告を受け，被告がその破産管財人に選任された。
(2)（原告らと破産会社間の売買契約）
　原告らは，破産会社に対し，平成１１年９月２９日から同年１０月３１日までの
間に，下記の通り袋帯等の商品（以下「本件商品」という。）合計２７８０万８０
８０円を売り渡した（以下「本件売買」ないし「本件売買契約」という。）。
原告株式会社西陣まいづる　  ５２３万８５００円



原告株式会社川中          　  ６８万４３００円
原告河村織物株式会社        ６０２万８０００円
原告河合美術織物株式会社      ４９万円
原告とみや織物株式会社        ７３万５０００円
原告株式会社丸池　　　　 　 １２９万５０００円
原告株式会社加納幸          １７１万６０００円
原告株式会社スコープ・ココ  ４３１万２０００円
原告万勝織物株式会社　　　　２８５万７０００円
原告株式会社都　　　　　　　１４６万９５８０円
原告有限会社田中繁商店　　　２９８万３５００円
(3)（本件売買契約の錯誤無効）
ア　破産会社は，経営不振に陥り，平成１１年８月２４日ころ，原告らに対し，支
援を要請した。
イ　原告らは，これを受けて，同年９月２８日，破産会社支援目的で山口源研究会
（以下「研究会」という。）を設立し，破産会社の開示した決算書類等の内容を前
提とすれば，研究会の支援策によって破産会社の再建が可能であり，納入商品の代
金確保が可能であると信じ，同研究会の決定に基づいて本件各売買をした。
ウ  原告らは本件売買の際，イの動機を破産会社に対し開示した。
エ　しかし，以下のとおり，原告らの事実認識には錯誤があり，実際には，支援策
の実現及び破産会社の再建は客観的に不可能であった。
(ア)　破産会社が原告らに担保提供を約していた売掛金及び在庫商品の多くは，既
に金融機関に担保として差し入れられていた。さらに，保証金や有価証券も金融機
関に担保として差し入れられていた。
(イ)　破産会社が原告らに開示した決算書その他の関係書類は，当初，原告らが見
込んだ売掛金及び在庫商品の数字について，実際より大きく粉飾されていた。
(ウ)　破産会社代表者は，自己破産申立直前まで，経営の継続意思を明らかにして
いた。
(4)（原告らの取戻権ないし代償的取戻権）
ア　上記のとおり，本件各売買は錯誤により無効であり，原告らは，本件各商品に
ついて所有権を有し，また，その売却代金について，破産会社に対する不当利得返
還請求権を有する。
イ　破産会社が破産宣告を受けたことにより，原告らは，破産財団に対し，本件商
品の取戻権ないし本件商品が譲渡された場合の代償的取戻権を有することとなっ
た。
(5)（被告の不当利得）
　被告は，破産宣告後に，本件商品にかかる売掛金を回収し，また，在庫商品を他
に処分して利益を得，これを破産財団に組み込み，原告らの取戻権ないし代償的取
戻権を消滅させて，原告らに売掛金相当額の損害を与えた。 
(6)（不法行為）
　 被告は，本件商品にかかる売掛金の回収及び商品処分の際，本件売買について原
告に要素の錯誤があり，原告らが取戻権ないし代償的取戻権を有していることを認
識しており，また，認識していなかったとすれば過失があった。
　すなわち，①原告らも破産会社も商人である。②本件売買は原告らの破産会社に
対する再建支援策に基づくものであり，原告らは，被告に対し，本件売買の事情を
説明した。③被告は法律の専門家である。
(7)　よって，原告らは，被告に対し，それぞれ，本件商品売却代金相当額について
不当利得返還請求権もしくは不法行為による損害賠償請求権を有するので，これら
請求権が財団債権であることの確認を求める。    
２　請求原因に対する認否
(1)　請求原因(1)は認める。
(2)　同(2)は認める。             
(3)　同(3)について
　同アは否認する。
　同イ中，原告らが再建可能であると信じたとの点は否認する。その余は不知。
同ウ，エは否認ないし争う。
(4)　同(4)は否認ないし争う。
(5)　同(5)中，「被告は，破産宣告後に，本件商品にかかる売掛金を回収し，在庫
商品を他に処分し」たとの事実は認め，その余は否認する。



(6)　同(6)は否認する。
　３　抗弁（錯誤の主張に対し）
(1)　原告らの重過失
　原告らは，信用不安の生じた破産会社を支援するため研究会を発足させ　たもの
であり，本件売買当時破産会社の経営悪化を知っていた。　    　　
(2)  善意の第三者
      ア　錯誤についても，虚偽表示や詐欺の場合の第三者保護規定を類推適用す
べきである。
イ　破産管財人は，目的物に対して差押債権者の地位に立つから，上記第三者に該
当する。
ウ　本件において破産債権者は多数であり，全員が悪意であることはあり得ない。
(3)　信義則違反
      　原告らは，破産会社が破産宣告を受けた後，本件訴訟に至るまで一貫して
本件売買が有効であることを前提に先取特権を主張していたのに，本件訴訟にいた
って突然錯誤無効の主張をした。
４  抗弁に対する認否
    (1)　抗弁(1)は，破産会社支援のために研究会を発足させたことは認める。そ
の余は否認する。原告らが錯誤に陥った原因は破産会社の欺罔行為によるのである
から，原告らに重過失は存在しない。
(2)　抗弁(2)は争う。
　　錯誤については，第三者保護規定の類推適用をすべきではない。また，破産管
財人は，破産者の財産に対する外観を信頼した者ではないから，民法９６条３項の
第三者に該当しない。また，これを認めると，表意者の犠牲の下に破産者が不正行
為によって取り込んだ財産から配当することとなり，不当である。 
(3)　抗弁(3)は争う。
　先取特権と錯誤無効の主張は，原告らの経済的利益を確保する手段としての選択
的な主張であり，先取特権の主張を先行させたからといって，信義則に違反するも
のではない。 
                  理　　　　　　由
１　請求原因(1)，(2)の各事実は当事者間に争いがない。
２　請求原因(3)（錯誤）について
(1)　上記当事者間に争いのない事実及び証拠（甲１ないし３，５ないし７，１２，
１３，１８ないし２０，２３，２５，２８，乙２ないし６《以上，枝番を含む》，
証人Ｂ，同Ｃ，原告株式会社西陣まいづる代表者本人）によれば，以下の事実が認
められる。
ア　破産会社は，明治６年創業，昭和２３年法人化した呉服卸を業とする老舗であ
り，東京，札幌，福岡，仙台の各支店を有していたが，仙台支店は平成１０年に閉
鎖された。仕入れ先はメーカーや原告ら産地問屋であるが，近年は，特に原告株式
会社西陣まいづる（以下「原告西陣」という。）からの仕入れ量が拡大していた。
販売先は，全国展開のチェーン店や生協，大手小売店等であった。資本金は１億５
０００万円，発行済み株式総数は１５０万株であり，役員で約７０パーセントの株
式を保有している。
イ　破産会社は，昭和５９年をピーク（年商９５億円）として売上が漸減傾向にあ
り，平成４年から平成６年，平成１０年，１１年と赤字決算となり，平成１１年２
月期には年商が２６億１７００万円まで落ち込んだ。
ウ　破産会社では，売上低減に伴い，信用不安をおそれ，販売先からの返品につい
て，返品処理をせず，売掛金として計上しておくようになり（売掛金の架空計
上），これが，平成６年２月期には１２億７０００万円にものぼった。
エ　破産会社が平成１１年５月に京都銀行に２０００万円の融資を申し込んだとこ
ろ，これを拒絶され，仕入れ先に信用不安が生じ，また，同年６月，信用情報誌に
未償却不良債権，持越し商品の処理を行えば，確実に債務超過となるとの記事が出
され（もっとも，採点所見合計点は，１００点満点中５８点であった。），一部の
仕入れ先が警戒して商品仕入れに支障を来す状況となった。
オ　そのような状況下で，原告西陣の代表者Ｄは，このままでは，破産会社が倒産
することにもなりかねず，そうなれば，原告西陣を始めとする仕入れ業者も販売先
を失い，倒産スパイラルに陥るとして，破産会社を支援する必要性があると考え
た。Ｄは，同年６月２３日，Ｅ公認会計士事務所（以下「Ｅ事務所」という。）に
協力依頼をした上，破産会社代表者であったＣに打診したところ，支援を受けると



いうことであった（なお，破産会社として，正式に支援を依頼したのは，同年８月
２４日である。）。そこで，Ｅ事務所ないしＤは，破産会社に在庫一覧表や資金繰
り表，銀行借入状況，担保設定状況等の資料の提出を求めた。これは，同年７月２
４日ころに提出されたが，在庫と売掛の資料は提出されず，金融機関の担保設定状
況も不動産以外は明ら
かでなかった。なお，同年２月期の破産会社の決算書（甲２０）においては，売上
高が約２６億１７００万円，資産が約５２億６５００万円（うち，売掛金が約２２
億３７００万円，在庫商品が約１６億０８００万円），負債が約５０億５１００万
円（うち，借入金が約３４億円，支払手形が約１１億円），当期損失が約１億１０
００万円とされていた。Ｃは，当時，不良債権は３億７０００万円程度であると述
べていたが，実際は１３億円余りであった。Ｅ事務所の公認会計士Ｅ及び税理士Ｂ
（以下「Ｅら」という。）は，約１０億円の資産目減り（不良債権７億，在庫目減
り３億）を見込んで支援策を考えた。そして，Ｅらは，同年８月２９日付けで第１
次案（甲７別紙６）を，同年９月１日付けで第二次案（同別紙７）を策定した。第
一次案では，年商２
４億円，売上利益率を２６．６パーセントから２８パーセントに上げることとさ
れ，第二次案では，年商２０億円，利益率を２９パーセントに上げることとされて
いたが，いずれも，３０パーセントないし５０パーセントの出資あるいは債権放棄
が前提とされていた。
カ　Ｄは，他の仕入れ先業者にも呼びかけて，破産会社の支援体勢をつくることと
し，同年９月１０日には，５社が集まり，第一回の幹事会をＥ事務所で開催し，他
の業者にも呼びかけて研究会を発足させることを決定した。なお，同日ころ，破産
会社は，委託商品が売上計上されたままになっているものが約１０億９１００万円
あり，簿外商品が約８億円あることを明らかにした。しかし，Ｅらは，実損は約２
億円であり，１０億円の資産目減りの予測値内であるとして，基本的な支援策の変
更の必要はないと考えた。Ｅらは，同月１３日，上記委託商品等の修正を加えて，
第三次案を作成し（甲７，別紙１１），これが最終の支援策となった（以下「最終
案」という。）。これによれば，年商２０億円，利益率２９パーセントは変化がな
いが，増資あるいは
債権放棄が５０パーセントとされ，貸借対照表上の資産中，売掛金が約２２億円か
ら約８億円に，棚卸商品が約１６億円から約２４億円に修正された。なお，Ｃは，
同年９月１７日ころ，Ｄの質問に対し，さらに約１億１５００万円の不良債権の存
在があると答えた。しかし，Ｅらは，これも，予測の目減り額の範囲内であると考
えた。
キ　同年９月２８日，研究会の設立総会が，大口仕入先約２９社が参集して開催さ
れ，上記最終案が了承され，研究会が発足した。支援策の具体案は，会員債権者は
同年８月末現在の債権額（売掛金と受取手形）の５０パーセントを出資する，金融
機関にも担保価値超過分について同様の出資ないし債権放棄を依頼する，破産会社
の役員が私財を２０００万円出資する，会員は破産会社に対し，安定的な商品供給
をするというものである。破産会社の役員も同総会に出席し，支援策に同意した
上，今後再建に努力する旨を述べた。Ｅらは，出資が予定通り完了すれば，６億円
以上の自己資本の確保が可能となり，資産総額は２４億円，負債総額は１８億円と
なり，年商２０億円，経常利益年７０００万円が確保できると考えた。そして，会
員の債権保全のために
，売掛金及び商品について集合譲渡担保契約を締結することとされ，Ｃもこれに同
意した。なお，当時，既に，破産会社は，主力銀行である第一勧業銀行（以下「第
一勧銀」という。）に対し，受取手形２億５０００万円，売掛金約１４億円，保証
金３９００万円等を担保として差し入れていたが，Ｃは，そのことを会員に告げな
かった。なお，上記研究会の設立総会の内容について，株式会社東京信用交換所
は，破産会社が資金難から仕入先に５０パーセントの債権カットを要請したとの内
容の情報を流し，研究会の抗議によって，訂正記事を出したことがあった。
ク　研究会は，同年１０月２日，準主力仕入先２０社を集めて集会を開催し，その
結果，会員は４９社（後に４８社），債権額で約７２パーセントとなった。また，
同日付けで，研究会と破産会社間の基本契約書（甲１）及び研究会会員と破産会社
間の売掛代金及び商品について譲渡担保契約書（甲７，別紙３６，３７）が作成さ
れたが，実際に，Ｃがこれらに署名，押印したのは同月２０日過ぎであった。
ケ　その後，研究会会員は，破産会社に対し，商品を納入したが，原告ら１１社
中，同年１０月２０日以降も納入したのは５社であり，同年９月２９日以降の取引



規模が１００万円を超える者は８社であるが，５社は，１０月１日以降の売掛金を
減少させている。会員全体としては，９月２９日から破産申立のあった１１月１日
までの間の商品納入売上総額は約８７２０万円，商品委託納入総額が約１億３８９
１万円，同期間内の売上増加先が２０社，約４０５５万円であるが，売上減少先は
２９社（約３４４１万円の減少）であった（甲１１，別紙４の添付書類１）。な
お，会員以外の仕入先の中には，商品納入に難色を示す者が数社あり，研究会は，
これらの業者に説得するも，同意を得ることはできなかった。
コ　同年１０月５日及び８日に，第一勧銀への上記担保が明らかになり，また，委
託商品架空売上計上がさらに２億円増加することが判明したことから，Ｅらは，研
究会の支援が可能かどうか疑問を抱き，改めて，破産会社を精査することとした。
そして，同年１０月１８日から２０日にかけて精査した結果，有価証券も金融機関
に担保提供されていることや商品在庫が約２億円不足していることが判明した。そ
こで，Ｅらは，事業継続を前提とした貸借対照表ではなく，時価評価によって修正
した平成１１年９月３０日現在の貸借対照表を作成したが（甲７，別紙３９），こ
れによれば，資産総額約３７億円（うち売掛金が約３億７０００万円，棚卸商品が
約１８億７０００万円），負債総額約４８億円（うち借入金が約３５億円）であ
り，約１１億７０００
万円の債務超過であった。そして，破産会社は，同月２２日ころ，これを第一勧銀
に示して，協力を要請したが，第一勧銀側は特段の返事をしなかった。
サ　同年１０月２５日，研究会が開催されたが，上記精査後の財務内容が明らかに
なると，会員から破産会社の経営陣に対する強い不信感が表明された。
また，破産会社は，同日，第一勧銀から取引停止処分を受け，Ｃは，２６日に弁護
士に相談するも，自己破産申立の道しかない旨を述べられて，自己破産申立を決意
し，同日，役員会を開催して，自己破産手続をとることを決定し，同年１１月１
日，破産申立をして，同日，破産宣告がされた。
(2)　上記認定事実に照らして検討するに，原告西陣ら研究会の中核的業者は，呉服
の売上減少傾向の中，有力販売先である破産会社の信用問題が発生して，債務超過
の信用調査結果も出されるなどの状況下で，このままでは，ほどなく破産会社が倒
産することを予測し，そうすれば，仕入れ業者も有力販売先を失い，連鎖倒産の危
険があると考え，仕入れ業者が支援して，破産会社の債務超過状態を解消し，経常
利益が確保できるようにしたいとの考えから，研究会を発足させたものである。も
っとも，このような危機意識は，破産会社との取引が多い大口仕入先ほど強いもの
があったというべきである。Ｄらは，Ｅらの協力を得て，支援計画を策定したので
あるが，その際，破産会社の直前の決算期である平成１１年２月期の決算内容を基
礎とし，これから，
１０億円の資産目減りを見込んで，仕入先業者の５０パーセントの増資または債権
放棄あるいは金融機関（破産会社の借入額は，第一勧銀が約２５億円，京都銀行が
約１０億円）の同様の協力を前提として（証人Ｂの証言），負債超過状況を解消
し，経常利益が出る計画を策定したものである。そうすると，上記支援策が効を奏
するかどうかは，主として計画どおりの出資あるいは債権放棄が可能かどうか，し
かも，金融機関の協力を得られるかどうかにかかっているというべきである（その
上で，予定どおりの商品納入が得られ，これが，予定どおりの利益率で売却される
ことが必要である。）。しかし，上記の点について，見通しは極めて厳しいものが
あることは，破産会社に既に信用不安が生じており，２年連続の赤字決算を計上し
ていることからも，商
人である原告らは，理解していた筈である。したがって，原告らは，支援策が実行
されることを期待して，本件商品納入に応じたところ，結果的に，これが実行不可
能となったとしても，錯誤に陥った結果であるということはできない。このこと
は，研究会の会員以外の仕入れ業者が破産会社への商品納入に難色を示し，会員の
中でも相当数の業者が納入を減少させていることからも裏付けられる。
原告らは，破産会社の決算書等の売掛金及び在庫商品の数字について錯誤があった
とする。確かに，決算書の売掛金中には多額の不良債権が含まれるなど実態とは相
当乖離しており，委託商品の架空売上計上や簿外商品の存在などが後に明らかにな
ってきたことは事実である。しかし，最終案策定以前の段階では，Ｅらは，上記の
ことは当初から見込んだ資産目減りの範囲内であるとして，基本的な計画の変更の
必要を認めなかったのである。最終案策定後に委託商品架空売上計上が約２億円増
加し，商品在庫が約２億円不足していることが明らかとなったが，その場合でも，
出資あるいは債権放棄が予定どおり実行され，金融機関の協力が得られれば，支援



計画の遂行は，計数上は可能であったといえる。
原告らは，売掛金，在庫商品，保証金，有価証券の一部が金融機関に既に担保に提
供されていたのに，原告らにこれが知らされていなかったとする。確かに，そのと
おりであって，原告らとしては，商品納入取引に伴って発生する債権の担保として
売掛金や在庫商品に譲渡担保を設定することを期待し，これによって商品を安心し
て納入できると考えていたことは推測できる。しかし，これは，あくまで納入商品
の債権担保としての見込みにすぎず，支援策の成否とは一応別個のものである。ま
た，破産会社の如く財務内容が悪く赤字決算を続けている場合には，売掛債権や在
庫商品等について既に金融機関等の債権担保とされていることが多いといえる。し
たがって，この点の見込み違いを再建可能性についての錯誤とすることはできな
い。
原告らは，また，Ｃの経営の継続意思を問題とする。しかし，Ｃら破産会社の役員
も，経営継続の意思は有していたが，上記認定の事実経緯から自己破産申立を決意
したのであるから，同人の事業継続意思について錯誤があったとすることはできな
い。
(3)　なお，仮に，原告らが，支援策が実行可能であり，これによって，破産会社の
債務超過が解消されると信じて本件商品を売却したところ，そのように信じたこと
に錯誤があったと解する余地があったとしても，また，納入商品売却代金が破産会
社の売掛代金や在庫商品に対する譲渡担保設定によって担保されると信じて本件商
品を売却したところ，そのように信じたことに錯誤があったと解する余地があった
としても，上記説示したところによれば，いずれも重過失があるといわざるを得な
い。
３　よって，その余を判断するまでもなく，原告らの本訴請求はいずれも理由がな
いから棄却することとし，訴訟費用の負担につき民訴法６１条，６５条を適用して
主文のとおり判決する。
　京都地方裁判所第２民事部

　　　　　裁　判　官　　赤　　西　　芳　　文


